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専門論文試験 民法 

(事例) 

1 A株式会社は,愛知県にある国内自動車メーカー B株式会社の自動車を兵庫県内において販

売することを事業目的とする会社である｡ 

2 A社は,平成 22年 7月 1日,顧客であるCに対し, B社が製造する ｢グラン ト｣という車

名の自動車で総排気量 2500 cc,UVタイプの新車 (本件自動車) 1台を 350万円で売

却する旨の売買契約を締結 した｡A社の営業所には,当時,本件自動車を置いていなかったが,

同月 5日までには,10台を入荷する予定であったので,入荷次第 A社が Cにその旨を連絡 し,

連絡があった後 10日以内にCがA社の営業所に赴いて,代金 350万円の支払と引換えに自

動車を引き渡す旨が合意された｡ 

3 A社には,同月 4日,本件自動車が 10台入荷されたので,A社は,そのうち 8台を倉庫に

保管し, 2台をA社の営業所に搬送 した｡そして,A社は,同日,Cに対し,本件自動車が入

荷 したので,同月 14日までに引き取るとともに代金 350万円を支払ってほしいと連絡した｡ 

4 A社は,同日中には,営業所に搬送 した 2台の本件 自動車のどちらでもCに引き渡せるよう

準備しておいた｡ところが,Cは,同月 14日を過ぎても,A社の営業所にこなかったため, 

A社は,同月 16日, Cに対 し,早くきてほしいと催促 した｡ 

5 同月 25日, A社の営業所に何者かが侵入 し,本件自動車 2台を含め営業所においてあった 

10台の新車のボンネットや ドアに傷をつけた｡この修理費用としては, 1台につき 30万円

程度が見込まれた｡ 

(設問 1) 

Cは,平成 22年 8月 1日の時点において, 350万円の支払と引換えに,傷をつけられた

本件自動車ではなく, A社の倉庫に保管されている本件 自動車の引渡しを請求することができ

るか｡ 

(設問 2) 

A社は, Cに対し,平成 22年 7月 15日から年 5%の割合による遅延損害金の支払を求め

ることができるか｡ 

(関連条文)


民法 401条, 404条, 4 15条, 4 19条, 493条, 533条, 555条
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格で購入したものであった｡ 

009年 1月 25日)｡ 

Ⅹは の所有する土地甲を 万円で購入する契約を結んだ｡その際, から土地Y 2 0 Y50

甲の近隣に大型ショッピングセンターが建設されることになっており,将来の値上が
J

3りは確実であるという話をきかされていたので,実際の評価額よりも 割近く高 価い

約定では 年 11月 3日に代金全額を支払うことになっていたが Ⅹは経営してい2 2008 1 ,

た自動車販売業の不振のため 万円しか支払うことができなかった｡そこで, は500 Y

Ⅹに対して 万円の支払いを求める訴えを提起した Ⅹとしては争いようがなかっ2000 ｡

たので Ⅹに対して 万円の支払いを命じる判決が言い渡され,そのまま確定した2000,

I][設問 この判決にはどのような効力が生じるのか,説明しなさい｡ 

ところが 年 月になって,土地甲の近隣で大型ショッピングセンターが建設さ3 ,2009 4

Ⅹれるというのは全くの嘘であることが明らかになり,だまされたことに気がついた 

はYに対して,土地甲を買い受けると う意居表示をYによる詐欺を理由に取り消すい

(2

旨の書面をYに送付した (2009年 4月 13日)｡ 

4 しかし,Yは Ⅹに対して 2000万円の支払いを命じた確定判決に基づき,大阪市中央

区内にあるⅩの所有家屋乙に対する強制競売手続の開始を申し立て,大阪地方裁判所

09は20 年5月 14日に開始決定を発し,同月 15日に家屋乙の差押えの登記がなされた｡ 

[設問 2] そこで,Ⅹは請求異議の訴え (民執 35条)を提起することにしたが,Ⅹ･Y間の

売買契約についての取消権行使を異議事由として主張できるのかどうか,肯定説 ･否定説,双

方の根拠について説明し,あなた自身はどのように考えるのか述べなさい ｡


